
 

R8 かんきつ防除暦変更点まとめ 

 

1. 5月下旬  

【備考】「モベントフロアブル 2.000倍（7日前迄/3回以内）」を、「特殊防除」から「備

考」へ移動 

 

2. 6月上中旬 

【本欄】「エムダイファー水和剤をペンコゼブ水和剤 600倍（みかん 30日前迄/4回以内）

（かんきつ 90 日前迄/4回以内）」に変更 

【備考】「ペンコゼブ水和剤にかえて、エムダイファー水和剤 600 倍（令和 8 年 10 月登録

失効）でもよい」を追加 

 

3. 収穫前防除  

【備考】「長期貯蔵の場合ベルクート水和剤 2.000倍（みかん前日迄/3回以内）（かんきつ

前日迄/2 回以内）を加用する。」を追加 

 

4. 【特殊防除】  

8月上旬：カイガラムシ類（ナシマルカイガラムシ）対策として、コルト顆粒水和剤

2.000倍（前日迄/3 回以内）を追加 

 

5. 【除草剤】 

土壌処理除草剤：ゾーバー（雑草生育期/60日前迄）を追加 

 

※除草剤欄が追加されています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


